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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
三
十
九
号 

 
草
加
市
か
ら
草
加
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
十
号 

 
桶
川
市
か
ら
桶
川
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
十
一
号 

 
川
口
市
か
ら
川
口
都
市
計
画
特
別
緑
地
保
全
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け

た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
十
二
号 

 
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
病
院
を
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第

八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
と
し
て
令
和
七
年
十
二
月
十
七
日
に
認
定
し
、
そ

の
有
効
期
限
を
同
表
の
下
欄
の
と
お
り
と
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

                           

蕨
市
立
病
院 

 

医
療
法
人
慈
公
会
公
平
病
院 

 

医
療
法
人
社
団
東
光
会
戸
田

中
央
総
合
病
院 

医
療
法
人
財
団
啓
明
会
中
島

病
院 

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済

生
会
支
部
埼
玉
県
済
生
会
川

口
総
合
病
院 

医
療
法
人
安
東
病
院 

 

医
療
法
人
健
仁
会
益
子
病
院 

 

医
療
法
人
刀
水
会
齋
藤
記
念

病
院 

社
会
医
療
法
人
社
団
大
成
会

武
南
病
院 

寿
康
会
病
院 

 

医
療
法
人
社
団
協
友
会
東
川

口
病
院 

   
 

 
 

 

名 

称 
 

 
 

 
 病

院 
埼
玉
県
蕨
市
北
町
二
丁
目
十
二
番
十

八
号 

埼
玉
県
戸
田
市
笹
目
南
町
二
十
番
十

六
号 

埼
玉
県
戸
田
市
本
町
一
丁
目
十
九
番

三
号 

埼
玉
県
戸
田
市
下
戸
田
二
丁
目
七
番

十
号 

埼
玉
県
川
口
市
西
川
口
五
丁
目
十
一

番
五
号 

 

埼
玉
県
川
口
市
芝
三
丁
目
七
番
十
二

号 埼
玉
県
川
口
市
芝
中
田
二
丁
目
四
十

八
番
六
号 

埼
玉
県
川
口
市
並
木
四
丁
目
六
番
六

号 埼
玉
県
川
口
市
大
字
東
本
郷
西
谷
二

千
二
十
六
番
地 

埼
玉
県
川
口
市
西
青
木
二
丁
目
十
五

番
十
号 

埼
玉
県
川
口
市
東
川
口
二
丁
目
十
番

八
号 

  
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 

 

令

和

十

年

十

二
月
十
六
日 

同
右 

 

同
右 

 
同
右 

 

同
右 

  

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

有
効
期
限 

 



 

朝
霞
厚
生
病
院 

 
医
療
法
人
社
団
武
蔵
野
会
新

座
志
木
中
央
総
合
病
院 

医
療
法
人
向
英
会
髙
田
整
形

外
科
病
院 

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機

構
埼
玉
病
院 

医
療
法
人
橘
会
み
ず
ほ
台
病
院 

 

医
療
法
人
梅
原
病
院 

 

医
療
法
人
財
団
明
理
会
春
日

部
中
央
総
合
病
院 

医
療
法
人
社
団
全
仁
会
埼
玉

筑
波
病
院 

草
加
市
立
病
院 

 

医
療
法
人
社
団
州
山
会
広
瀬

病
院 

医
療
法
人
社
団
協
友
会
吉
川

中
央
総
合
病
院 

越
谷
市
立
病
院 

 

医
療
法
人
ヘ
ブ
ロ
ン
会
大
宮
中

央
総
合
病
院 

医
療
法
人
社
団
双
愛
会
大
宮

双
愛
病
院 

医
療
法
人
明
浩
会
西
大
宮
病

院 さ
い
た
ま
赤
十
字
病
院 

   

埼
玉
県
朝
霞
市
大
字
浜
崎
七
百
三
番

地 埼
玉
県
新
座
市
東
北
一
丁
目
七
番
二

号 埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
六
丁
目
五
番

二
十
号 

埼
玉
県
和
光
市
諏
訪
二
番
一
号 

 

埼
玉
県
富
士
見
市
西
み
ず
ほ
台
二
丁

目
九
番
地
五
号 

埼
玉
県
春
日
部
市
小
渕
四
百
五
十
五

番
地
一 

埼
玉
県
春
日
部
市
緑
町
五
丁
目
九
番

四
号 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
松
伏
町
大
字
築
比

地
四
百
二
十 

埼
玉
県
草
加
市
草
加
二
丁
目
二
十
一

番
一
号 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
八
條
二
千
八
百

四
十
番
地
一 

埼
玉
県
吉
川
市
大
字
平
沼
百
十
一
番

地 埼
玉
県
越
谷
市
東
越
谷
十
丁
目
三
十

二
番
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
東
大
成
町

一
丁
目
二
百
二
十
七
番
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
堀
の
内

町
二
丁
目
百
六
十
番
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
三
橋
一

丁
目
千
百
七
十
三
番
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
新
都
心

一
番
地
五 

 

令

和

十

年

十

二
月
十
六
日 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 
同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 



 

医
療
法
人
聖
仁
会
西
部
総
合

病
院 

医
療
法
人
秋
葉
病
院 

 

医
療
法
人
博
仁
会
共
済
病
院 

 

医
療
法
人
社
団
弘
象
会
東
和

病
院 

丸
山
記
念
総
合
病
院 

 

岩
槻
中
央
病
院 

 

医
療
法
人
社
団
愛
友
会
上
尾

中
央
総
合
病
院 

医
療
法
人
藤
仁
会
藤
村
病
院 

 

東
松
山
医
師
会
病
院 

 

医
療
法
人
埼
玉
成
恵
会
病
院 

 

小
川
赤
十
字
病
院 

 

医
療
法
人
瀬
川
病
院 

 

医
療
法
人
関
越
病
院 

 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

 

医
療
法
人
豊
仁
会
三
井
病
院 

武
蔵
野
総
合
病
院 

  

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
桜
区
大
字
上
大

久
保
八
百
八
十
四
番
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
根
岸
五
丁

目
十
三
番
十
号 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
原
山
三
丁

目
十
五
番
三
十
一
号 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
東
浦
和
七

丁
目
六
番
地
一 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
本
町
二

丁
目
十
番
五
号 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
東
岩
槻

二
丁
目
二
番
地
二
十 

埼
玉
県
上
尾
市
柏
座
一
丁
目
十
番
十

号 埼
玉
県
上
尾
市
仲
町
一
丁
目
八
番
三

十
三
号 

埼
玉
県
東
松
山
市
神
明
町
一
丁
目
十

五
番
十
号 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
石
橋
千
七
百

二
十
一
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
大
字
小
川
千

五
百
二
十
五
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
大
字
大
塚
三

十
番
地
一 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
脚
折
百
四
十

五
番
地
一 

埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
毛
呂

本
郷
三
十
八
番
地 

埼
玉
県
川
越
市
連
雀
町
十
九
番
地
三 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
大
袋
新
田
九
百

七
十
七
番
地
九 

  

令

和

十

年

十

二
月
十
六
日 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 
同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

同
右 



 

社
会
医
療
法
人
社
団
尚
篤
会

赤
心
堂
病
院 

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機

構
西
埼
玉
中
央
病
院 

防
衛
医
科
大
学
校
病
院 

飯
能
中
央
病
院 

社
会
医
療
法
人
入
間
川
病
院 

原
田
病
院 

 

医
療
法
人
明
晴
会
西
武
入
間

病
院 

医
療
法
人
積
仁
会
旭
ヶ
丘
病

院 医
療
法
人
社
団
弘
人
会
中
田

病
院 

医
療
法
人
十
善
病
院 

 

新
井
病
院 

 

医
療
法
人
幸
仁
会
堀
中
病
院 

医
療
法
人
社
団
哺
育
会
白
岡

中
央
総
合
病
院 

埼
玉
慈
恵
病
院 

 

医
療
法
人
啓
清
会
関
東
脳
神

経
外
科
病
院 

埼
玉
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病

セ
ン
タ
ー 

深
谷
赤
十
字
病
院 

 

医
療
法
人
葵
深
谷
中
央
病
院 

 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
二
十
五
番

地
十
九 

埼
玉
県
所
沢
市
若
狭
二
丁
目
千
六
百

七
十
一
番
地 

埼
玉
県
所
沢
市
並
木
三
丁
目
二
番
地 

埼
玉
県
飯
能
市
稲
荷
町
十
二
番
七
号 

埼
玉
県
狭
山
市
祇
園
十
七
番
二
号 

埼
玉
県
入
間
市
豊
岡
一
丁
目
十
三
番

三
号 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
野
田
三
千
七
十

八
番
地
十
三 

埼
玉
県
日
高
市
大
字
森
戸
新
田
九
十

九
番
地
一 

埼
玉
県
加
須
市
元
町
六
番
八
号 

 

埼
玉
県
加
須
市
愛
宕
一
丁
目
九
番
十

六
号 

埼
玉
県
久
喜
市
久
喜
中
央
二
丁
目
二

番
二
十
八
号 

埼
玉
県
幸
手
市
東
三
丁
目
一
番
五
号 

埼
玉
県
白
岡
市
小
久
喜
九
百
三
十
八

番
地
十
二 

埼
玉
県
熊
谷
市
石
原
三
丁
目
二
百
八

番
地 

埼
玉
県
熊
谷
市
代
千
百
二
十
番
地 

 

埼
玉
県
熊
谷
市
板
井
千
六
百
九
十
六

番
地 

埼
玉
県
深
谷
市
上
柴
町
西
五
丁
目
八

番
地
一 

埼
玉
県
深
谷
市
原
郷
五
百
番
地 

 

令

和

十

年

十

二
月
十
六
日 

同
右 

 

同
右 

同
右 

同
右 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 
同
右 

 

同
右 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 



 

医
療
法
人
益
子
会
（
社
団
）
児

玉
中
央
病
院 

  

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
児
玉
南
三
丁

目
三
番
一
号 

令

和

十

年

十

二
月
十
六
日 



 

告

示 
埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
十
三
号 

 
県
営
土
地
改
良
事
業
神
戸
沼
地
区
（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業
）
の
緊
急
防
災
工
事
を
令

和
七
年
二
月
二
十
日
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第

百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
十
四
号 

 
熊
谷
市
か
ら
熊
谷
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
五
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

新 

井 

昌 

行 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

秩
父
上
名
栗
線 

三 

道
路
の
区
域 



  

新 旧 

旧 

新 
別 

秩
父
市
浦
山
字
精
神
場
三
〇
三
一
番
地
先
か

ら
同
市
浦
山
字
精
神
場
三
〇
八
九
番
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

一
七
・
五
六
～
四
七
・
九
五 

五
・
七
八
～
二
九
・
七
六 

敷
地
の
幅
員 

(

メ
ー
ト
ル)

 

二
三
六
・
九
六 

延 
 

 

長 

(

メ
ー
ト
ル)

 

 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

酒 

井 

敦 

司 
 

 
 

一 

道

路

の

種

類 
 

県
道 

 

二 

路

線

名 
 

花
園
本
庄
線 

三 

道

路

の

区

域 



 
新
Ｂ 

新
Ａ 

旧
Ａ 

旧 

新 
別 

本
庄
市
栗
崎
字
古
川
端
一
一
四
九
番
一

地
先
か
ら
同
市
北
堀
字
前
田
一
九
二
七

番
二
地
先
ま
で 

本
庄
市
西
五
十
子
字
村
東
八
一
五
番
二

地
先
か
ら
同
市
北
堀
字
前
田
一
九
二
七

番
二
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

一
五
・
〇
○
～ 

 
 

一
〇
三
・
○
四 

七
・
九
○
～ 

 
 

三
六
・
九
○ 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
二
〇
七
・
九
〇 

三
四
三
九
・
一
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日
付
け
埼
玉

県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第

四
号
の
道
路
予
定
区
域
の
一
部
変
更

で
あ
る
。 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

酒 

井 

敦 

司 
 

 
 

     



  

県
道
花
園
本
庄
線 

路 
 

線 
 

名 

本
庄
市
栗
崎
字
古
川
端
一
一
四
九
番
一
地

先
か
ら
同
市
北
堀
字
田
端
一
三
七
番
二
地

先
ま
で
（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る

部
分
に
限
る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
日 

午
後
三
時 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
付
け

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所

長
告
示
第
八
号
で
告
示
し
た
道

路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始

で
あ
る
。
延
長
九
〇
〇
・
一
三
メ

ー
ト
ル 

備  

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
野
寺 

貴 

郎 

  



 

県
道
花
園
本
庄
線 

路
線
名 

深
谷
市
榛
沢
新
田
字
万
年
橋
一
一
六
一
番
一
地
先

か
ら 

同
市
榛
沢
字
観
音
寺
三
九
番
三
地
先
ま
で 

（
た
だ
し
、関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。） 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
日 

午

後
三
時 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日
付
け
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所

長
告
示
第
二
十
一
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始

で
あ
る
。 

延
長
二
五
四
一
・
四
六
メ
ー
ト
ル 

備 
 

 

考 
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